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第１投票所

出町、中町、下本、今町、下東、
西荒神、東荒神、大明神

行政区

第2投票所

建浜、梅田、駅通行政区

第3投票所

平原、清源寺、腹赤、腹赤新町行政区

第4投票所

上沖洲行政区

第5投票所

折地、赤崎、高田、鷲巣、立野、
向野、向野北、古城行政区

第6投票所

宮崎、赤田、葛輪、永方、塩屋行政区

第7投票所

不在者投票

選挙会（開票）について

期日前投票などの投票期間・場所

期日前投票・不在者投票について

期日前投票

投票所入場券について

投票できる人

投票日当日の
投票時間・場所

～投票の際は、投票所入場券を持参してください～

4月23日㊐は、
長洲町長選挙の投票日です！

　日本国籍を有し、平成11年４月24
日以前に生まれた人で、平成29年
１月17日までに長洲町に住民登録し、
引き続き町内に住所がある人
※町外に転出した人や公職選挙法
の選挙権欠格事由に該当する人
は投票できません。

■投票時間
午前７時から午後８時まで
■投票場所
　事前に郵送する入場券に記載さ
れている投票所（場所の詳細など
は、左図のとおりです。）

不在者投票制度は、当日の投票および期日前投票
において投票することができない有権者の人のため
の制度です。
主な具体例として、次のような人が対象となります。
○投票日当日には18歳を迎えるが、期日前投票を行
う日には、まだ17歳の人
○出張などで他の市町村に滞在しており（滞在する
予定があり）、投票日当日および期日前投票期間
を含め町内にいない人
○病院や老人ホームなどに入院（所）している人で、
期日前投票所および決められた投票所に来ること
ができない人（有権者の人の入院（所）している施
設が、不在者投票所として各都道府県選挙管理委
員会の指定を受けていることが必要です。入院
（所）している施設にご確認ください。）
不在者投票による投票は、投票の手続きに日数が

かかる場合がありますので、該当すると思われる場
合は、早めにご連絡ください。

※他にも、一定以上の身体の障がいがあるために投
票所での投票ができない人のための郵便などによ
る不在者投票制度や遠洋漁業などに従事している
ため長期にわたり漁船などに乗船している船員の
人のための不在者投票制度などがあります。これ
らの制度を利用するためには、事前に申請し登録
する必要がありますので、早めに選挙管理委員会
へお問い合せください。

　投票が行われた場合には、選挙当日（23日）に
次の時間および場所で選挙会（開票）を行います。
■開票時間
午後８時50分
■開票場所
長洲町中央公民館

■投票期間
４月19日㊌から22日㊏まで
午前８時30分から午後８時まで
■投票場所
　長洲町役場１階ロビー

各選挙における投票については、選挙管理委
員会が発行する入場券に記載された投票所で投
票日に行うことが原則となりますが、投票日当
日に何らかの理由で投票所に行けない有権者の
人が投票できるように設けられているのが「期
日前投票制度」と「不在者投票制度」です。
投票日当日に投票所に行けない理由などを記
載した宣誓書を提出する必要があります。

　投票日当日（４月23日）に、用事などのため投
票できない人で期日前投票期間に期日前投票所
で投票することができる有権者の人が対象とな
ります。

町長選挙の投票所入場券（はがき）は、投票が
行われる場合に、４月18日から個人ごとに郵送
で送付します（町内全域に届くまで数日かかる
ことが予想されます。）。
※無投票となった場合は、入場券は、送付しま
せん。
※入場券が届いた場合でも、選挙当日に選挙権
がない人は、投票することができません。
※期日前投票で投票する場合に、入場券が届い
ていない場合でも、選挙権があれば本人確認
をして投票できます。

■問い合わせ

長洲町選挙管理委員会（☎78－3111）
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